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統計からみた児童虐待
統計からみた虐待－相談受付件数－

平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 平成31 令和2 令和3 令和4 令和5

全国 73765 88931 103260 122578 133778 159850 193780 205044 207659 214843

愛知 2344 3188 3726 4297 4473 4781 5912 6061 6696 6499 7183
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年齢別被虐待児の推移
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虐待種別の年次推移
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一時保護実施状況
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中央管内の市町ごとの
虐待件数推移
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R6（R5）年度豊山町
虐待受付ケース

虐待 年齢
種別

0～3歳 3歳～就学
前

小学生 中学生 中卒以上 計

身体的 1（0） 0（0） 2（1） 1（0） 2（2） 6（3）

ネグレクト １（0） １（1） 0（2） 2（0） 0（0) 4（3）

心理的 4（6） 5（5） 8（6） 4（3） 1（1） 22（21）

性的 0（0） 0（0） 0（1） 0（0） 0（0） 0（1）

計 6（6） 6（6） 10（10） 7（3） 3（3） 32（28）

R6年度は12月末まで



R6（R5）年度豊山町
虐待ケースの通告経路と対応状況
• 通告経路

警察等 27（19）

県市町村等 1（2）

学校等 0（1）

近隣・知人 1（0）

家族・親戚 1（2）

本人 0（1）

医療機関 2（3）

• 対応状況

助言指導 20（20）

継続指導 3（1）

里親委託 0（0）

施設入所 0（2)

市町村送致 10（3)

R6年度は１２月末まで



一時保護

• 児福法 第３３条

児童相談所長は必要があると認めるときは

（略）児童の一時保護を行い、または適当なものに委

託して、当該一時保護を行わせることができる。

• 一時保護時に司法審査の導入（令和７年予定）

基本的に一時保護に対して親権者等の同意がない
場合は司法審査が必要となる。



一時保護施設の設備・運営基準
の見直し

１） 一時保護施設の第三者評価

２） 児童の権利擁護等

児童の意見・意向の尊重

児童の所持品の持ち込みを禁止してはならない

３） 児童の健康状態の把握

４） 設備基準

５） 職員配置基準 etc

＊ 自治体には条例の制定が求められる


